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1 はじめに一日本資本主義論争の意味とは

世界史的には大きな構造転換期と考えられる今日、1920-30年 代の日本資本主義論争 (封建論

争)が、現実過程の認識方法にとって、いかなる意義を持つものであるかを提示 したい。この論

争は当時の社会科学に多大の影響と貢献をしたこと、それらの諸成果がその後の日本における社

会諸科学の発展にも大きな影響を及ぼしてきたことはよく知られている。けれども、今日の世界

と日本の諸現実のもとでの有効性いかんは、ほとんど問い直されることなく推移しているように

思われる。筆者にはそうした動向を考える場合に、あらためてこの論争の意義を問い直すべ きで

はないかという思いがする。

ここに言う当面の段階における「構造転換期」とは、筆者としては旧「社会主義」諸国とその

経済の解体を通じて形成された世界的規模での市場原理の貫徹と、他方での地球環境問題をはじ

めとする一国規模を超えて公的規制のあり方が見直されざるを得ない段階 (エ リック・ホブズボ

ウム『20世紀の歴史』)、 そして強大な経済権力を有する諸国家群と経済体としての壊須的な傾向

を見せつつある低開発地域、途上諸国などの世界的再編成の時代、また一国的な経済政策が経済

―
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大国でも運営不能となっている段階としておこう。ではどうして一国経済体としての運営が困難

となってきたのか。

その第一に上げられるべきは1970年代初頭に極めて鮮明な国際経済事象として登場 した1971年

8月 のニクソン米大統領による金 ドルー部交換停止を端緒とし73年春の西 ドイツに始まる通貨フ

ロー ト・システムの展開を起点とした戦後IMF通貨システムの解体に示されたこと。国際的には

「安定」価値を表現していた各国通貨 (固 定為替相場制)が変動相場制を採用することを契機 と

して、公的規制力を喪失し、巨大な多国籍企業、なかんずく多国籍銀行=金融機関の横行跛雇に

よつて、国際金融情勢が、従来の貿易連関を基調とした在 り方を一変させたことであろう (国 際

的な「市場原理」の貫徹と公的規制力の衰退 )。 今日では、貿易取引よりも幾層倍 もする巨大な

国際的金融取引が成立し、国際金融資本は、その上に活躍舞台を持っているのである。たとえば、

1995年の主要国外国為替市場の 1日 取引高はロンドンで4,800億 ドル、ニューヨーク3,000億 ドル

弱、東京で約1,700億 ドルの合計9,500億 ドルであった (概算 )。 この同じ年の輸出総額はイギリス

2,420億 ドル、アメリカは5,847億 ドル、日本は4,431億 ドルの合計12,698億 ドルであり、同様に 3

国の輸入総額は13,704億 ドル、つまり3国貿易総額は26,403億 ドル、これを 1日 当た りに換算す

ると、72.34億 ドルに過ぎない。 3国の金融取引額は貿易総額の131倍である。いちおう世界貿易

全体でみると、同年の輸出総額は50,146億 ドル、 1日 当たり137.4億 ドルだから、 3国 金融取引

9,500億 ドルは69倍である (大蔵省公表のホームページ資料と日銀『日本経済を中心 とする国際

比較統計J、 UN Monthly Bulletin Statistics,June 1997等 により計算 )。 また今宮謙二によれば、

1980年世界の国内総生産額が約10兆 ドル、95年 には23兆 ドルヘ2.3倍 、輸出額でみる貿易量は1.8

兆 ドルから約5兆 ドルと2.7倍、しかしユーロ・カレンシー市場は1兆 ドルから7.3兆 ドルと約7倍、

国際決済銀行推定による国際的融資残高額 (債権発行を含む)は 1.3兆 ドルから94年 には5.8兆 ド

ルと約4.4倍 に達している (今宮謙二 F日 本の金融破綻』学習の友社、1998年 )。 1970年 代初頭の

フロー ト体制への移行にも関連して、当事者であつたポール・ボルカーPaul Volcker、 行天豊雄

の共著『富の興亡一円とドルの歴史一』aんcEgjtt Fο rι

“
んOs(〔江澤雄一監訳〕東洋経済新報社、

1992年。これは周知のように、プリンス トン大学における二人の共同講義録というべきものであ

るが、回想を含む ドキュメントでもある)は 1940年代以来のブレトン・ウッズ体制の変遷を辿り、

さらにこの間の問題の一端を率直かつ謙虚に述べている。

この1971年の事件は、もはやモノの輸出入によるカネの動向よりも、国際資金循環そのものに

よつて国際経済関係が左右されるという新たな段階を刻印するところとなった。そして周知のよ

うに1980年代後半の日本のバブル化とその壊滅形態としての1990年代の長期にわたる経済不安を
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もたらしている。これは単に日本一国の現象として重視 されるべ きことに止まらず、アジアの金

融危機 と世界的波及への傾向性を持ち始めている状況である。資本主義分析が一国経済分析に止

められることはできず、世界大の視野を持つこととともに、生産活動を基調 として重視すること

ではなお一層不充分であって (狭義の再生産論 )、 まさに信用部面、国際金融部面への視角 を包

含して展開されるべきことを提起 している。むろんこのように述べたからといっても、金融活動

が経済実態に代わることはできない。金融が果たす独自の役割を前提として、また金融が経済実

態に強烈な反作用を与える力能を持つことは強調される必要がある。それでもなおかつ金融が経

済活動そのものではないことは当然であり、近年の世界的不況の色合いは生産活動での不振、そ

してそれを規定する消費活動の低迷の側面を正当に位置づけるべきことはいうまでもなかろう。

たとえば、アジアの生産活動は日本が円高を維持 していたバブル期に著しく発展し、対日貿易活

動の利益を確保していた。1986年段階では、日本企業のアジア展開をアメリカの場合のような生

産基地ばかりではなく、第一線の研究開発部門を含む全面的な海外進出という形態をとらないで

あろう、むしろあり得るとすれば生産基地に限定されようとの認識が経済企画庁や通産省の認識

であつた (『 日本企業の海外事業活動』)。 しかしその後の現実に展開したのは、そうではなく先

端部門の海外展開をも含む「産業空洞化」を招いていることであろう (山本義彦「現代日本の国

家と経済」関恒義編『日本と世界』三省堂、1988年 、山本義彦編著 F近代日本経済史』ミネルヴァ

書房、1992年 )。 しかし近年の円安がこれら諸国の貿易不振と金融危機を招いた事実は否定でき

ない。また急速なアジア諸国の貿易発展を規定した対日関係の進展はその多くを技術的にも日本

に負い、それに日本の製造業の技術移転はもとよりその子会社としての展開を創出することで貿

易の確保を可能としてきたために、独自の技術発展を充分持ち得ないことから対日自立性の確保

が困難であることも、今回の危機をいっそう深刻にさせている (中川信義編『アジア・イントラ

貿易の形成と展開』1997年 )。 しかもその日本の技術でさえも、欧米の基本技術の上に形成され

たブレンド、ハイブリッド型の性格を色濃 く持ってきたために、新たな技術分野への挑戦には困

難が生 じていて、依然として技術輸入国としての体質を転換できないでいる状況である (山 本義

彦「日本の科学技術受容の問題点」関西唯物論研究協会 F唯物論と現代』22、 1998年 11月 )。

この生産実態と金融・信用部面との総合的把握の必要性は現段階としては多くの人々によって

承認されうる視角であろうが、日本資本主義論争の時期ではなお不鮮明にしか理解され得なかっ

たと考えられる。というのも当時は国際的な視野で一国経済を分析すべきであるとの認識を獲得

するにはなお充分な状況を把握し得なかったと言うことであろう。

しかし現実には世界大恐慌に至る国際政治経済情勢の進展、第一次世界大戦後の欧米金融市場
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におけるホットマネー (短期資金)の動向等を考慮に入れるならば、そのような視角を獲得する

ことが不可能であったわけではない。現に世界大恐慌の一端は ドイッにおける金融危機からイギ

リスヘと波及していった事実があり (Paul Einzig,3θ んjπごιλθ ttθπθs O/LιO“αιjοttα J Fjπ

“
cθ

ポール・アインッィヒ 〔木村鱚八郎訳〕『世界金融恐慌の真相』千倉書房、1932年 )、 他方でその

先樅としてアメリカの景気過熱が ドイツからの短期資金の引き上げを呼び起こし、破綻を招いた

という事実を考えておくこともこの論点のために有益であろう。一方、日本の場合、1927年 の銀

行破綻による新らしい銀行法の制定を通じての強力な整理政策の進展を背景 としながら1929～

1933年の大恐慌を経験 したことが、金融部門の恐慌における重要な意味を見失わせたかもしれな

い。世界史的にはこの恐慌が欧米の貨幣・信用恐慌を含む性格を濃厚にしていたが、日本の場合

は、いずれかといえば、生産部面の恐慌現象、そして大量失業問題が際だっていたといえよう。

では何がそのような認識上の不充分さを作 り出したのであろうか。筆者の理解では野呂栄太郎

の視角が充分には継承されず、山田盛太郎的な視角が強烈な意味を与えられた点に認識の障害を

作 り出す要因があったのではないかと考えている (『資本論』第二巻の再生産表式論に依拠 した

再生産論による方法 )。 この点を、以下、行論で述べたいと考える。

本稿は、かの日本資本主義論争もまた一つの歴史的転換期の所産であったことから、現段階の

資本主義の世界的、また日本的あり方とを把握する手がかりをつかむことを目標として、その再

検討を行おうとしている。というのは論争当時の「転換期」とは、19世紀末葉に定置した重化学

工業を蓄積基盤とした帝国主義世界体制が世界大恐慌に直面して、その現代資本主義への転形を

余儀なくされる段階、すなわち資本活動に対する公的規制の必要と、私的資本活動では充分に処

理しきれない分野に関しての国家の介入、経営参画が開始されていく段階として把握 しておく。

いわば市場原理に対する公的介入の本格化した段階であった (当 時の先駆的な指摘として清沢測

の『革命期のアメリカ』千倉書房、1934年等を上げておきたい。清沢はレーニンの『差 し迫る破

局、それといかに闘うかJと ともにケインズの資本主義認識をも合わせ捉えながら、当時の段階

を過渡期の経済として資本主義を認識し、19世紀型の自由主義万能論では巨大化 した資本の専制

力を規制できないことを述べていた。むろん清沢の意識は政治的自由の確保にとっての障害とな

る独占的諸資本の専制が注意されていた。この観点は大正デモクラシーの旗手吉野作造らにも見

られたものであるが )。

本稿は拙稿「日本資本主義論争に関する若干の覚書」(静岡大学『経済研究』 3巻 1号 、1998

年 6月 )に さらに再検討を加えて展開する。むろん論争整理の立場は、実証分析の方向付けを得

るためであり、非力ながら自己の研究経験を踏まえてのものでもある。
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2 現段階論争について

日本資本主義論争の出発点としての位置を持つこの論争での論点をまず点検する。この点検を

通じて、この論争の初期の基本的特徴を見ることができる。ただしこれは、筆者はすでに1978年

の土地制度史学会で報告している (「野呂―猪俣現段階論争の意義と限度」『静岡大学法経研究』

第27巻2号、1979年 に集約 )。 この論争の基本的課題は当該段階をいかに捉えるかということであっ

た。決定的な問題は、明治維新変革を起点とする土地革命を、私的所有権の確認を基調としてブ

ルジョア的所有の公認としてみるか、封建的土地領有の割拠性を越えて全国一元化した封建的関

係の展開と見るかということであった。

前者が猪俣の立場であり、後者が野呂の立場であった。そしてここから社会変革論として前者

は基本的に社会主義革命、すなわち「一段階革命」を、後者はブルジョア民主主義革命を経て社

会主義変革へ、すなわち「二段階革命」というコースを描 く前提となったのである。ここで注意

を要するのは、あくまで社会科学の課題が、当面する社会の変革課題が何であるかということで

あつて、直ちにそこから主張者が一定の変革を目指す立場、政治勢力に与みすべきかどうかは、

基本的に求められているわけではないと言うことである。社会科学の実践性と科学性の相関関係

の困難性はここにあろう。むろん論証は全 く異なっている。すなわち猪俣は当時の高額小作料形

成の論理を過小農制に求め、かつ多数の土地無所有の農民が狭院な地主の土地に小作農となる潜

在的可能人口が多いために、高額小作料形成の必然性にあるとした (猪俣「現代日本ブルジョア

ジーの政治的地位」1927年 、『現代日本研究』改造社、1929年 に収録 )。 したがって資本主義が何

れ発展 してゆくにつれて、農村から労働力が都市に吸引されていくのであ り、「封建遺制」 とし

ての農村の小作農支配も後退していくであろう。それ故にこの「封建遺制」を打破するためには

ブルジョア民主主義的課題を包含 したプロレタリア社会主義変革が当時の社会にあっては必然で

あるとした。これに対 して、そもそも地租改正が江戸封建制の割拠制を解体 し全国統一体として

の国家権力、天皇制のもとに土地を集中したことによって、封建制の再版あるいは一そう純化 し

た封建制の全国一元的統一が果たされた、まさにこれによって、小作農民たちは、封建貢租 と何

ら変わることなき高額年貢の支払いを余儀なくされたと捉えたのである (復刻版として野呂榮太

郎『初版 0日 本資本主義発達史』上・下、岩波文庫、1983年 を参照されたい )。

これは講座派の中心人物たる山田盛太郎に継承された。全剰余労働吸収型、ここに封建制的搾

取の一面をみようというわけである (復刻版として『日本資本主義分析』岩波文庫、1977年 を参

照されたい)。 むろん全剰余労働吸収をもって封建的搾取の根源とする立場は正 しくない。搾取
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形態と搾取量 (質 と量)の関連の見誤 りであり、資本主義社会の論理もまた全剰余労働吸収を追

求する資本家階級の存在を基礎としているからである。現実には、全剰余労働を吸収すべ く封建

的搾取者たる幕藩体制の下でも、農民たちの営農努力による生産力拡大を通じて一定の剰余を農

民の側が確保 していくのである。この点ではむしろ近代プロレタリアー トの方が実は深刻な立場

にある。というのは彼らは耕やすべき土地という生産手段を持ち合わせているわけではないので、

比喩的に言えば、彼らが生産努力を行えば行うほど、なるほど企業体の経営条件を向上させ、ま

わり回って多少の還元が行われはするが、また諸個人のレベルでも一定の収入増を実現しうるか

もしれないけれども、封建社会の農民身分のように本百姓から豪農、地主経営へというドラステイッ

クな位置転換を実現できるというものではないのである。むろんその社会的政治的位置における

自由度は無視しての話であるけれども。

しかし周知のように野呂榮太郎はそこに反動性、ブルジョア民主主義変革の必要性を認めたの

である。むしろ野呂自身が猪俣に反駁する際に、着日していたように、当該の生産関係のあり方

が封建的か否かは、その直接的関係にあるという方がより適切だったのである (『 資本論』第 3

巻の地代論を参照)。 付言すれば、地主と小作農民の日常的生活関係にはかつての封建制の時代

以来持ち越されてきた伝統的支配関係が含まれていたであろう。この面を過小に評価してはなら

ないことはいうまでもない。問題は地租改正をくぐり抜けた日本の農村社会が持続させた地主と

小作農民との隷属的関係を封建的搾取機構そのものから説明可能か否かであるだろう。筆者はこ

れに関して、さしあたり次のように考えておこう。少なくとも封建制の本質を身分制社会と規定

すれば、地租改正後の社会の編成原理は身分制ではないし、制度的には身分制の解体を保証して

いるのであって (1871年の機多非人解放令、四民平等)、 たんに資本制の基盤の低位性が農村に

大量の無産農民、つまり小作化しうる大量の人口層の存在を前提として搾取率の高い地主小作関

係を創出したと見るべきであろう。従つてそこからは前近代社会の封建的諸関係が継承、残存 じ

たとしてもそれ程異常 というべ きものではあるまい (RoP.ド ーアEEgJjsλ  Fα cιοッ α屁∂

洗甲%οsa Fα cιοッ『イギリスの工場 日本の工場』)。 むろん山田氏も指摘していたように、単に

前近代社会の継承物としての地主制支配に基づく反動性とともに土地の私的所有を制度化された

自作農民の大量の存在そのものが政治生活における保守的意識を形成していたこともまた非民主

的社会システム存続の根拠であつたことを看過することはできないであろう (山 田前掲書、なお

この点を本報告に際して大石嘉一郎教授が特に強調されていたが、このご主張には同意する)。

その点では、前近代社会的伝統を農村に色濃く止めた要因としてはこの零細性の過剰農村滞留

労働力の存続が高額現物小作料を長期にわたつて継続させたという猪俣、櫛田民蔵の議論が有効
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性を持つのではなかろうか (前近代社会から近代社会への「過渡的地代」 としての小作料 )。 野

呂は周知のように、地租改正後の農村社会の封建制を説明するために「国家最高地主」説をもっ

て補強しようとしたが、これでは近代天皇制が封建制的搾取者であるという規定を必要とするわ

けで、そもそも土地所有権が保証された時代状況を考慮すると、無理な論理であった。しか しこ

うした野呂の論理をより精級に山田盛太郎が継承 したといってよかろう。また山田説の後、これ

を平野義太郎は「半封建地代論」によって補充した。すなわち山田が地租改正後の農村社会を

「純粋封建制」から資本主義に取 り巻かれた点で「半封建制」と認識した事態を、平野は地代論

で本質は封建的ではあるが資本主義に取 り囲まれた「封建的関係」、すなわち「半封建地代」 と

定義したわけである (山 田の「純粋封建制」論はマルクス『資本論』第 1巻に登場する日本を、

鎖国体制により「箱庭」的に純粋封建制が支配しているとの比喩にも関連していようか )。

これらの二つの潮流に関して、江口圭一は、そもそも社会変革を迎えるべき状況にはなかった

段階で「革命」を論 じたことの「愚」を問題としている (『 日本帝国主義史研究』青木書店、1998

年 )。 一面でその冒険主義批判はある程度当たっている。むろん野呂にも猪俣にもこの冒険主義

的発想が見られたかどうかは留保すべきであろう。二人の論議にはむしろリアルな資本主義認識

がより大きく見られたと思うからである。しかしより重要な野呂や猪俣のこの問題提起の背景は、

ある一定の段階の社会構成から他の社会段階への移行の方向性を探るというマルクス主義的社会

科学の一般的な方法に依拠することの正当性があるかどうかということである。また江日の問題

提起は、そもそも資本主義から社会主義への移行を正当と認識 してきたマルクス主義に対 してそ

れが東欧諸国の変革、旧ソ連の解体を通じてその論理そのものの有効性に疑念を抱いてのもので

あった。筆者はしかしこの論議には多少の混迷を感 じないわけには行かない。というのは、マル

クス主義の社会展望としての資本主義から社会主義への転換、移行とは論理的認識を前提として

おり、歴史具体的にロシアの変革の実相がいかなるものであったかはさし当たり論理の枠外のこ

とではないかと思われるからである。つまリマルクス主義の社会発展論がその正否を問われると

いうのは基本的に論理レベルに関してどの程度無効であるかどうかということであろう。むろん

周知のように、旧ソ連邦の解体等の一連の旧「社会主義諸国家群」の解体を通 じてそもそもマル

クス主義流の社会発展認識そのものを否定する立場が一定の規模に達していることは承知してい

る。その基底還元論主義的傾斜や生産力主義的傾斜がともすれば社会主義化必然論であったり、

資本主義市場経済の無政府的在 り方への批判を背景とした硬直的傾向のある国家主義的計画経済

への称賛ともなりがちであった論議に対する江回の反発は十分に理解できかつ顧慮しうるもので

はあろう。
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筆者はしかし江日のこの認識には留保を要すると考える。すなわち旧ソ連をはじめとする「社

会主義」諸国のあり方の如何を問わず、客観的には資本主義体制に後続する社会システムが何 ら

かの意味での社会的分業を不可欠としている現段階を前提としての市場原理と、これに対する社

会的規制力を持つシステム (「dual ecOnomy二重経済」 ?、 この用語は1960年 代のテインベルヘ

ン (J.Tinbergen)に 発する。彼は1960年代に『新 しい経済』[Lθssοtts/rOtt ιλο pα sι ,1963]に

おいてこの論点を述べていた)であるだろうという展望を持つている。すなわち依然として社会

科学の到達段階を踏まえるならば、市場原理万能主義には賛同できないことは、市場原理に依拠

してきた人々の中にさえ一定の支持があることによっても、また現実社会の混迷を見ても自明で

あつて、社会科学が一定段階の歴史性を問うことに根拠をもつという使命からして、江日の言う、

当時の段階で「革命」を論ずること、そしてそれにいわば踊らされた献身、自己犠牲による多数

の若者を過またせたとの認識には賛同できない。最近でもティンベルヘンの言う、こうした市場

原理と社会的規制とか国家の経済への関与の必要性の問題は都留重人『科学的ヒューマニズムを

求めて』新日本出版社、1998年 、佐和隆光 F漂流する資本主義一危機の政治経済学』ダイヤモン

ド社、1999年 でも大いに指摘されているところである。それはまさに清沢」lj『革命期のアメリカ』

千倉書房、1933年が世界大恐慌期のアメリカ・ニューディール政策段階を評した自由主義・市場

原理の国家規制 。国家関与との重なり合いを指摘 し、何れ社会主義ソビエ トもまた一面的国家計

画主義から市場原理導入の必要性が生 じるべきものと展望した課題意識とも重なっている (山 本

義彦『清沢冽の政治経済思想』御茶の水書房、1996年 )。 これらを要すれば、マルクス社会主義

論とケインズ認識との接合ともいってよかろう。

問題は一般的論理的な変革の見通しを与えることと、具体的実践的政治的取り組みとの関係を

充分に熟知できなかった不充分性の所産ではなかったか。かの1989-91年 状況を転機に、マルク

ス主義的社会発展史把握の有効性に対する疑念が見られるからでもある。なお宇沢弘文は『20世

紀を超えて』(1993年 )や 『現代の教育を考えるJ(1998年 )において教育、環境、医療、農業は

資本主義が至上目的とする経済効率主義になじまないものと述べているが、これは上に述べた論

点とも重なるであろう。だからこそ経済運営に当たっては、これら諸分野への「社会的共通手段」

としての位置づけが必要であり、その基盤の上に社会論が構想されるべきであるという点に帰結

するであろう。

江回の論議とは異なって、実は野呂、猪俣の両者の議論の不充分性は、民主主義変革の問題に

あったというべきであろう。というのは野呂も猪俣もともに、資本主義社会から後続の「社会主

義」変革を期待していたとしても、その変革プロセスにおける「ブルジョア民主主義変革」の重

-8-



日本資本主義論争一その現代的意義とは何か

要性をどのように展開すべきかをめぐって微妙な論点での交錯があると思われる。すなわち猪俣

は維新のブルジョア変革を前提として社会主義を論ずるとすれば、それは簡略にいえば、「民主

主義的課題を濃厚に包含した社会主義一挙変革」論で充分としたのである (前掲「現代日本ブル

ジョアジーの政治的地位」F現代日本研究』)。 これに対して野呂は維新変革そのものが「絶対主

義的改革 (変革 )」 としての性格を持うたから、ブルジョア民主主義変革が当面の課題 として求

められるとしたのである。しかもその論拠に日本の地主制があたかもロシア革命前農村の巨大地

主制とアナロジーにおいて解釈していたのである。「ブルジョア民主主義」の到達度いかんが問

われたのである。この共通した認識は、社会主義変革の前提としてブルジョア民主主義変革があ

り、それは基調としてはブルジョア革命に内包されているべきものであるのに、日本ではそもそ

も「絶対主義変革」として規定しようと、「ブルジョア革命」と規定 しようと、何れにしても民

主主義の課題が不充分にしか達成されていないという現実をいかに乗り越えるかということであっ

た。まさに「1789年問題」(フ ランス市民革命のテーマ)は未決の問題でもある。

たしかに維新変革が民主主義的課題の実現にほど遠い内容を持つものであることはいうまでも

ない。しかしまさにその前提に立ってこそ日本資本主義の強蓄積が展開され、1920年代には国際

帝国主義の一環を構成したという現実がある。とすれば資本主義化、ないしは帝国主義化にとっ

てはむしろ民主主義的変革の不充分であったことこそが「有益」であったことになる。すなわち

当該期の論争で見失われていたのは、民主主義の課題が実は、国際的抑圧グループたる帝国主義

国 (対外抑圧と対内非民主制とはパラレルの課題、日本の場合、未成熟の民主主義による抑圧 と

帝国主義的抑圧との二重性)と なった日本ではもとより重視されるべき必然性があったのである。

この点について野呂も猪俣 も論理的に充分な理解を持っていたのではないために、後者は民主主

義の独自の課題を過少に見積もり、前者は絶対主義による民主制の弱体から一気に民主主義変革

を強調するという結果になったのであろう。

筆者はその後の歴史的経験をも考慮すれば、資本主義であれ、社会主義であれ何れのシステム

であっても、社会運営のルールとしての民主主義変革を永続させることが不可欠と考える。東欧

における「1989年問題」はその意義を問うものではなからたろうか。東欧諸国の場合も、日本近

代化の諸矛盾とも重なる市民革命の不成立による前近代的非民主性とソビエ ト的社会主義受容の

非民主性とが重合している。その観点からは、野呂が充分に自覚的であったとはいえないが、民

主主義変革を重視 した視角は今日に充分に意味あることと考える。むろん野呂の議論の前提は周

知のように、レーニンの『民主主義革命におけるロシア社会民主党の二つの戦術Jに大きく規定

されていた。すなわちレーニンは1890年代の Fロ シアにおける資本主義の発達』で自ら強調 して
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いたロシアにも資本主義発展が現存するのであって、それ故に社会変革の必然性があるとしてナ

ロードニキに対置した議論を、転換させて、ロシアの資本主義化の力は依然として封建的巨大地

主制によって制約され、農奴的位置に止められたロシア農民の解放の課題を実現するためにはそ

のブルジョア民主主義変革を抜きにすることはできないとの立場を表明していたことである。こ

れとのアナロジーにおいて日本の地主制とそれを基盤とした天皇制「絶対主義」認識を持つこと

によって、野呂は二段階変革論に達したのである。従って本稿で筆者が展開している民主主義論

とは現象的には一致しているが立論の基盤が異なる。周知のように、当時の1932年 コミンテルン

テーゼも、日本の地主制をロシアの巨大地主制とほぼ同一視していたのである。

筆者は世界史的な実践から見て、民主主義の課題はおそらく資本主義的市民社会を実現すれば、

解決したかというとそれ程に単純ではないと思う。むしろ自由競争段階に裏打ちされた資本主義

国家群にあってもそれは実は未完の変革課題でしかなく、人類史の「永続革命」としての課題で

あると見るべきではなかろうか。

政治学者丸山真男は針生一郎との対談で (『新日本文学』1965年 6月 号)で次のように、興味

深い発言を行っている。

「元来、マルクス主義の政治論が、制度論に傾斜してたんですね。民主主義ってのは、制

度と運動の統一なんです。完全に制度化されちゃったら、国体みたいになっちゃって、民主

化の契機がでてこない、そういう民主主義というのは言語矛盾なんです。他方制度化の面が

なければ、これは完全なアナーキーで、これだけのものが制度として蓄積されたという契機

がなくなって、毎日が混沌とした状況の連続になってしまう。ところが、伝統的に民主主義

を制度としてのみ考える習慣が強いから、民主主義の擁護なんていうと、議会制度とか、そ

れも規制の習慣によって動かされている制度をまるごと守るように思うから、それはつまら

んということになるのは当然だ。実際には権利の擁護で、それは運動によつてしか擁護でき

ないものなんですね。同時にブルジョア体制というものと、いわゆるブルジョア民主主義の

制度というのは大変ちがいます。たとえば官僚制とか軍隊というのはブルジョア体制ですけ

ど、上下の命令体系で本来民主主義とは縁もゆかりもない。だからブルジョア民主主義とい

う名でブルジョア制度一般を呼ぶことは、ミスリーデイングだと思う。資本主義的企業の内

部をみてごらんなさいよ、企業のポリシイはすべて経営者がきめ、しかも組織は官僚制です。

何が民主主義ですか。形式的民主主義というものは、生産過程の胎内には全然入っていない。」

「思想史的にいえば、社会主義は資本主義の枠内における民主主義の限界を突破 しようとし

たところに生まれた思想だから、民主主義と必然的な関係をもっているけれど、逆に社会主
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義の土台の上に政治的民主主義が もたらされるとはいえない。」 (「民主主義の原理 を貫 くた

めに」『丸山真男座談』 5、 岩波書店、1998年 )

民主主義論はこれ程に人々にとつて難物であり、だからこそ筆者にはブルジョア市民革命を経

て資本主義国家が登場すれば民主主義の課題は終わるなどといつた状況ではないことは確かであ

り、それだけにその永続的な探求が必要なのであろうと思われる。

筆者はこの日本資本主義論争で意外にも共通の土俵があったことを指摘 しておきたい。それは

経済論の立場からの帝国主義論の視角であった。猪俣 も野呂もともに、当該段階の日本資本主義

を分析する視座としてレーニン帝国主義論とその一定の発展でもあるブハーリンの帝国主義認識

を接合しつつ (ブハニリン『世界経済と帝国主義』)、 一国資本主義分析を当該国に限局してはな

らず、世界帝国主義、帝国主義世界体制の問題として展開することの必要性を強調していた点で

は差異はなかったのではなかろうか。この視角はその後の論争で意外にも忘却されていったので

はないか、しかも両者ともに当該段階を「帝国主義の日本」と位置づけることで、帝国主義分析

としての作業を果たしつつあったということではないか。猪俣には『帝国主義の研究』、『極東に

於ける帝国主義』というレーニンの分析方法に導かれた業績がある一方、野呂もまた前掲『日本

資本主義発達史』において、帝国主義論としての分析を行つていたことは自明である。金融寡頭

制論を援用 した野呂の議論はそれを示す一端である。

なぜならば当時、高橋亀吉が、日本はレーニンの『帝国主義Jの五つの標識を当てはめるなら

ば、とうてい本格的な帝国主義とはいえず、精々のところ「プチ帝国主義」ともすべき程度でし

かなかったと述べて、日本帝国主義の過小評価を行っていた事実への野呂、猪俣の共同戦線をはっ

て論じていたからである。現に日本の当時の帝国主義は、第一次世界大戦を契機として中国への

投資等の経済面での帝国主義化とともに、国際連盟における常任理事国の一つとして政治的にも

発言権を得はじめていたのであり、帝国主義世界支配体制の一極 となりつつあったからである

(ワ シントン体制一石井寛治「国際関係」大石嘉一郎編 F日 本帝国主義史』 2、 東京大学出版会、

1987年 、山本義彦『戦間期日本資本主義と経済政策』柏書房、1989年 、第 1章 )。 これに加える

ことができるとすれば、同時期に形成されつつあった国内的政治反動体制の構築に連なる治安維

持法等の人民弾圧体制があげられよう。その意味では高橋亀吉の議論は突き詰めれば当時の日本

の世界史的役割そのものを看過したことになろう。
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3 絶対主義論と資本主義、地主制論争

絶対主義論は、当時の支配的認識としてのカール・カウッキーの均衡論的認識が大きな出発点

である (『 フランス革命時代における階級対立』)。 絶対主義論は明治維新の基本的性格に関わつ

ていて、その立場からは次に想定すべき変革はブルジョア革命、ブルジョア民主主義に焦点がお

かれるという変革論と関連していた。絶対主義の理論的根拠として、地主制評価が争われた。こ

の論争を含めて何れの論争問題も国家変革論争とも関連していた。

絶対主義論が内包している矛盾は、一方における封建的搾取者としての天皇制権力が、他方で

の資本主義、独占資本主義の搾取からも利益を得ていることによって、両勢力のバランスをとる

という思考である。そしてこの「絶対性」が、コミンテルン1932年 テーゼの指摘する天皇制権力

の超然性、「相対的独自性」の根拠とされていたことである。しかし、この認識には問題があろ

う。支配権力は常に支配勢力の自己主張の手段として一体という視角はむしろ非現実的であり、

本質論と実態論との混同であろう。また天皇制権力の現実的機能を歴史的に捉えると、絶対主義

というには距離がある。立憲主義的統治の構造が基本的に機能したとする近年の研究成果に学ぶ

必要がある (安田浩『天皇の政治史』青木書店、1998年 )。 これが21世 紀を迎える世界資本主義

分析に求められる不可欠の方法ではないか。ある意味では、日本の近代化に登場 した権威主義的

支配の構造としての天皇制、そしてそれはいわば専制国家体制と理解されてしかるべきことであ

り、経済的な封建制と資本制の対立の上に立つ均衡を図る国家体制としての絶対主義論という論

立てでは、独占資本主義、金融寡頭制への過小評価をもたらす結果とさえなろう。また絶対主義

論はそもそも封建制の最後、末期段階の権力の在 り方という認識とも深 く関連していて、まさに

そのために封建論争を生起せしめたのである。これらの論点について、戒能通厚「資本主義の諸

段階と権威的秩序」、安田浩「近代天皇制国家試論」、山本義彦「戦間期日本資本主義の労資関係

と権威的秩序」[何れも藤田勇編『権威的秩序と国家J東京大学出版会、1987年 所収]で は、そ

うした問題への手がかり的な検討を行っている。ここにいう「権威的秩序」国家とは、そもそも

ギレルモ・オドンネル仮説 (Guillermo O'Donnell,Mο &磁滋αιjοtt αご Bじ rοαじcttι jcス

“
ιんοr―

jιαrttrお

“

r Sιじごjθs jtt sοじιん`4れθric働厖」Pο Jjι
jcs, Berkeley lnstitute Of lnternational Studies,

University of California,1973)で あ り、それはシンガポール、台湾、韓国等の発展の基礎 とし

て説明 していたのである。が、むろんこれら諸国は政府介入ではなく、市場メカニズム重視の結

果、成長に成功 したのだとする反論 もあるけれども (世界銀行報告書『東アジアの奇跡』東洋経

済新報社、1994年 )、 筆者 としては、しか しこれら諸国の軍事専制的権力集中 と人民抑圧の構造
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が成長を支えたという事実は否定できないと考えられよう。アジアにおけるその源流として近代

天皇制下のいわゆる軍国主義の時期、天皇制ファシズムの時期に求めることもあながち誤ってい

るとは思われない。これに対 しては、世界システム論をも援用しつつ、半周辺諸国家群の近代化

の類型と捉え、比較史的観点をも考慮に入れながら、かつ1848年革命以降にはブルジョアジーは

民衆と対抗 して旧支配勢力との妥協的「結合」を通じると見て、ロシア、イタリアの近代化 との

相関において把握するという試みも、近年登場 している。その場合、近代国家成立期の専制の形

態として把握できよう。中村氏はこれを「立憲主義と絶対主義の二つの契機によって構成された

外見的立憲制 (絶対主義的立憲制)と よぶ」とした (中村政則「明治維新の世界史的位置」中村

編『日本の近代と資本主義』東京大学出版会、1992年 )。 つまり近代化に向かう後発国家たる日

本は、現実的にはイタリアやロシアの姿と類似する姿態を取らざるを得ないと見ている。むろん

イタリアは1830年 フランス憲章により「代議制的君主制」、ロシアは1905年 制定により、一層厳

しい絶対制を保有した点で、ロシアとイタリアの中間的性格が日本の天皇制と評価している。近

代国家開始期のこの認識はかつて中村氏が「国家類型」と「国家形態」という二元論によって近

代天皇制国家論を展開されていた視角、そして何よりもその絶対主義的性格の強調 (中村政則

「近代天皇制国家論」中村ほか編『大系日本国家史 近代 I』 東京大学出版会、1975年 )と はむ

ろん異なるのである。この論議に近いものとしては田中彰の近代天皇制論がある。それによると、

田中は絶対主義論を斥ける立場から、明治期の成立期近代天皇制を「19世紀の専制国家」と概念

した。しかしこの論調では「19世紀の…・」という概念の不明確性は避けられない。また「専制

国家」という一般規定を「19世紀」で特殊規定したのかも知れないけれども、19世紀のヨーロッ

パ諸国の「専制国家」とどのように異なっているのか、あるいは異ならないのかが不明であろう。

ところで、最近、ノーベル経済学賞を受賞したケンブリッジ大学教授アマーテイア・センによ

る新たな論議が登場している。

それは「開発プロセス」には二つの視角があり、「苛烈な」開発手法と「優 しいプロセス」

の二つであり、後者は人間の「自由としての開発」を実現するものである。「政治参加や異議

の表明という現実的な自由は開発を進めるようその一つである」ということが見失われがちで

あるとしている。つまり「成熟して責任を負える人々の生活内容を豊かにする上で必要な要素」

なのだという。「個々の様々な自由の拡大が開発に貢献することになると言うだけではなく、

開発それ自体が人々の自由全般を拡大していくプロセスである」と強調している。そして「経

済的受益権」「政治的権利」「社会的機会」「透明性の保証」「保護的安全」(セ イフティー・ネッ

ト)の「五つの異なるタイプの権利や機会はそれぞれ、一人ひとりの一般的能力の向上に役立

―-13-―



経済研究4巻 1号

つ」として、開発政策検討に当たつては自由の意義を認識すべ きことを主張する (世界銀行 シ

ンポジウム「新たな国際金融システムと開発戦略の構築に向けて」1998年 3月 1、 2日 での講

演 〔『エコノミストJ99年 3月 23日 号〕また「民主主義と社会正義」『世界』1999年 6月 号)。

これは上に述べた視角に対して新たなアプローチを意味するであろう。しかも
"世

紀末にいたつ

て、こうしたアプローチが登場してきたのと、1960年代以降の開発経済論ないし国際政治論と

の異相をここに認めることができよう。

また特に論争後期では、権力的抑圧にも影響されて、資本主義論というよりも封建論争に傾斜

したために資本主義の実態論から乖離した。本稿では何故にそうした乖離が生じたか、そしてい

かにそれを乗り越えるべきかを考えてみたい。すなわち基底還元主義的に、資本主義論として狭

院な「再生産構造」論に傾斜したために、生じた商品生産と交換の背面のそれを支える存在であ

る貨幣・金融論的アプローチの必要性と課題を探る。

この視角に立つ場合、野呂が先駆的に展開したように、第一次大戦後の日本における金本位制

の再建という課題が、実は究極的には通貨主権の確立、つまりは円を「本位」とする東アジアに

対する日本資本主義による支配権の確立への一里塚であり、それはわが国の金 (正貨)欠乏症と

も言うべき国際収支の恒常的な危機突破の衝動の発露と捉えた認識の貴重な内容をその後の人々

が充分に捉えきれなかったことの問題性があるように思われる (野呂榮太郎「金解禁と円本位制

の確立」1928年 )。 むろん通貨論として野呂のいう「円本位」なる概念には問題があろう。そも

そも一国の通貨としての「円」に、本位たるの要件があるのかという論点が想定されるからであ

る。しかしここでは一般的な意味での「円通貨圏」(い わば「円ブロック」にも対応)と して理

解すれば足りよう。このような貨幣・信用論的アプローチは論敵猪俣にも学んだことにあるので

はないかと考える。10年先輩としての猪俣も野呂とともに産業労働調査所で活動する同志であり、

当時の彼等にとっての共通の論敵は高橋であったと思えるからである。猪俣には周知のように、

「金の経済学』『極東に於ける帝国主義』などの労作がある。むろん猪俣を超える野呂の論理の優

位性を指摘しておくべきことは言うまでもない。と言うのは、野呂のこの「円本位制」論がじつ

はドル支配からの脱却を支配層が意図しているということを指摘している点であり、また同時に

金からの離脱を構想している点では、ケインズ流の論理を包含しているであろう点である。ケイ

ンズが金から離脱した「管理」通貨システム論を構想したのはほぼ『貨幣改革論』(■ 升
“

ι οπ

νοποιαッ Ra/Orれ,1923)であろうし、現にまさにその当時、三菱銀行ロンドン支店に勤務して

いた山室宗文の『日本の金融市場』正・続篇、岩波書店、1933年等にもそうした論議の反映が見

られるし、ケインズのこの著作はすでに『東洋経済新報』は1923年 12月 には抄訳の形で紹介もさ
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れていたからである (山本義彦『戦間期日本資本主義と経済政策』柏書房、1989年、第10章参照)。

この視角に関わつて、ごく最近、沢田幸治著『再生産論と現状分析一日本資本主義の戦前 と戦

後―』白桃書房、1999年が登場 したが、以下に述べるように私見に対する相当な批判を展開され

つつも、研究の現段階を十分に咀疇されたものとは到底言い難いものであることを表明しておき

たい。まず山田氏の資本主義分析に際して再生産論が適用されていると言うのは、本質的には再

生産表式の具体的適用として資本主義再生産が解明されるべきところ、戦前日本は (半 )封建的

農業を包含している故に、ケネー経済表を展開の中に組み込むこと、即ちケネーが分析 したフラ

ンス革命前の経済構造では封建的農業生産が基本的に生産的で他の諸産業は不生産的と見なされ

ていて、まさにこの半封建的農業の再生産構造への織 り込みを図つた方法が山田氏の主張する再

生産論の適用に他ならない (山 田「再生産表式と地代範疇」1935年 〔本論文は東京帝国大学経済

学部での講演を戦後、人文科学委員会『人文』に収録されたものである〕を参照されればそのこ

とが委細を尽 くして論 じられているが、なぜか沢田氏はこれを閑却されている)。 そのために、

資本主義再生産の全構造を捉えたと言うよりも、貨幣信用論的視角を著しく欠如 した内容となっ

たのは当然過ぎるほど、自明のことだったのである。こうした制約を殆ど顧慮することなく経済

分析が展開されているのである。これでは、資本主義分析と言っても実物経済を支える貨幣的側

面を捨象した一面化が免れ得ず、日本資本主義の特質把握に負の「継承」を作 り出したのではな

いかと思われる。この点に関して、本報告に際して大石氏が「山田氏の分析の不充分性を指摘す

るのは容易である」とされて、暗に筆者の見解を消極的=否定的に捉えられたようであったが、

筆者の見地はそうした「不充分性」の指摘に事たれりとする立場ではない。そうではなくそもそ

も山田氏の見地の「不充分性」ということで処理されてはならない資本主義認識方法に関わる問

題性を論 じてきたはずである。

この20年近く、日本経済の歴史研究分野では山田分析の方法に関して、実証的レベルでの検討

が進められて来た。重要なことは論をそのまま繰 り返すことではなく、事実分析にとつての方法

であり、その際、私たちは山田氏が「再生産論」と主張されているのは「資本論」の再生産表式

を前提としつつも、資本主義分析の枠に納まらない「半」封建的農業を分析の視野に入れるため

にケネー経済表をつないだことを自ら表明されていたという事実である。この点、私たちはこれ

では本質的には資本論第 2巻 に凝集しての分析手法には問題があり、なすべきなのは「資本論」

の総過程分析の視座ということではないかと論 じてきたはずである。沢田氏が引用された見田石

介論文 (マ ルクスの方法のヘーグル主義化」『科学と思想』第 2号、1971年 『見田石介著作集』

第 1巻、大月書店、1976年 )の真骨頂もそこにあったと見るべきであろう。同書ではその指摘が
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ないのはどのような事情からであろうか。沢田氏の書物では山田氏の真意を説明しようとされて

いるのはよく分かる。そのご努力を否定 しようと言うのではない。しかし、私たちが誤解 してい

ると指摘されているのは全 くといってよいほど、同意できない。

これらのことは土地制度史学会での私の報告、1998年 6月 の静岡大学『経済研究』第 3巻第 1

号でも述べているが、もっと以前の1978年の土地制度史学会でも報告もし、公表もしてきている

(「野呂―猪俣現段階論争の意義と限度」静岡大学『法経研究』第27巻 2号、1979年 、また拙稿

「再生産論と日本資本主義分析」『経済科学通信』第41号、1984年 )。 残念ながら沢田氏の今回の

著作は相当以前のレベルの判断によつておられるのではないかとさえ感じさせられた。また大部

(本編とほぼ匹敵する分量)の補論の意義もこの著書としての位置関係から判然 としないものを

感じた。それぞれの論者の見解に関して、基調としてマルクスの認識ではどうかということが繰

り返され確かに誤つた理解をただす意義はあるかも知れないが、沢田氏自身の積極的ご見解を知

りたいというのが読後感として残らざるを得なかった。少し礼を失したかも分からないが、敢え

て研究の現局面へのご関心を持っていただきたいとおもう。また研究の前進のためにこそ氏が新

たな論議を積極的に展開していただきたいと考える。特に文献としては上げられながらも、見田

石介氏の先の四半世紀余も以前の重要な方法論的問いに関して一切根本的検討がなされていない

のは問題ではないか。

さて野呂の場合、この外に、日本の急速な経済成長のもう一つの根源として欧米先進技術の積

極的な受容をあげていたことにも注目すべきであろう。野呂の理解では、在来の伝統的産業 と新

興工業との対抗を産業構造の特質の一面に捉えていたわけである。管見の限りでは猪俣以外の論

者にこのような急成長の深部を指摘 した論議を見ることはできないように思う。山田の場合は、

必ずしも急成長の謎を技術導入に求めるという視角は弱く、いずれかといえば、半封建的零細農

耕基盤を背景とする低賃金構造に着日していたのである。近年、鈴木淳が興味深い論議を展開さ

れている。それによると、山田の論調となっている軍事重工業を基軸とした展開に日本資本主義

の構造的特質を捉えるという方法では、一般的にはイギリスでさえも、軍事工業の展開の中から

近代工業技術が形成されてきているので、山田流解釈では日本産業革命の特質ないし独自性を主

張できないというものである。そして結論的には機械工業の形成を辿ると、日本の場合、むしろ

「順調に」産業革命が展開したと見るべきだというのである (鈴木淳「明治の機械工業』 ミネル

ヴァ書房、1996年 )。

たしかに鈴木の、江戸時代以来の技能者の熟練が明治期軍事重工業をはじめとする.産業発展に

貢献 していった事実の検出は大きな功績であろう。しかし特にイギリスとの対比で、だからといっ
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て日本の軍事重工業の独自の役割を強調した山田説を批判したことにはならないと思われる。な

ぜならば、鈴木の関心は日本機械工業の技能的伝統が明治期に突然現れたものではないという点

で意義深いとしても、山田の軍事重工業基軸論はそもそも再生産論的な意味での構造把握という

課題への一つの回答だったからである。この点では、野呂の二重の構造指摘が一つの解釈として

の問題提起でもあったのである。また「順調」な産業革命説は、山田説を前提として展開された

大石嘉一郎編『日本の産業革命』上、下、東京大学出版会、1978年 とは相当に開きがある認識で

もあろう。大石氏等の共同研究は第一部門と第二部門の相互連関性を欠いた構成と構造への着日、

貿易構造と産業構造の連関とを含む分断性と分裂性といつた論点に着目していたからである。筆

者はやはり産業=貿易構造論として展開する場合、それらの連関上の特質を解明するという枠組

みは有効であろうと考えている。その上で、野呂も意識したとおり、産業分野をきめ細かく、在

来伝統産業の近代工業化と新鋭軍事、重化学工業の移植=装置化といった展開は必要なのではな

かろうか。

4 おわりに一日本資本主義論争と現代資本主義

上の検討の関心は、後進国資本主義化の筋道を考える上での、この論争の有効性いかんにあり、

20世紀後半に登場 したアジアの経済発展、そして21世紀資本主義システムを展望する上でのこの

論争の意味をいかに捉えるべきかということである。筆者はこの論争再検討の上に構築されるべ

き日本と世界の資本主義の新たな分析視角を提示する必要性を考えてみたい。以下、そうした視

角から若干の方向性を提出しよう。

社会科学の生命力は依然として当該社会の生成、発展、没落の必然性を解明すること、いわば

歴史的分析を行うことであり、一定の時代の成立根拠が後にはその没落の根拠となるとの認識は

捨てられない。むろんこの認識には強い異論があることは承知している。資本主義が成立した諸

条件、とりわけその巨大な生産力の実現が、発展の起動力として今日を迎えているとしても、そ

れは同時に今日の社会発展の制約諸条件となりつつあることは十分に考えられることであろう。

自由競争を前提とした資本主義が近代的独占を基盤とした帝国主義段階には独占化によって、

一面で競争が阻害されつつ、独占間の熾烈な競争を排除するものではないことは時々刻々感じら

れているところである。特にそれはICの開発を前提としたハイテク産業の発展によつて、1970年

代末葉以来、とりわけ80年代の世界資本主義の発展によって説明される。旧来の独占支配体制に

対して新 しい現象を生み出している。それは19世紀末期に登場した大容量の重化学工業システム
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から多品種少量生産に象徴されるシステム転換の動向であり、競争の主役の交代であろう (マ イ

ケル 。J・ ピオリ、チャールズ・ F。 セーブル 〔山之内靖外訳〕『第二の産業分水嶺』 The

Second lndustrial Divide,1984、 筑摩書房、1993年 )。 またいっそう巨大な変化は、国境を超え

た資本活動の蓄積基盤の広がりであろう。「国」を背負った資本活動かグローバルな視点に基づ

く活動か、これが大きな変化の内容の一つである。しかし他面でこの発展=強蓄積の結果、現代

資本主義は実物生産によってではなく、貨幣取引、金融取引そのものによつて、その今後の発展

方向を見失いつつあるかに見える。いかなる通貨システムが今後の世界資本主義に合理的方策で

あるかは、理論的にはともかくとして、政策論の領域では対処不能の色合いを見せている。金本

位制への逆戻 りは著しく困難である一方、ドルを基軸とする通貨システムの再構築も、またドルー

マルクー円の三極を軸としたシステムの構築も容易ではない。

明白なことは次のことであろう。円は、世界第二の経済大国である日本資本主義の下で依然 と

して、ドルの副官、ないしドルヘの従属性の高い位置しか持ち合わせていないことである。他方

マルクはEC同 盟の枠組みの下での枢要な位置を占めてはいる。 しかし、特に1990年 の東西 ドイ

ツの統一以後、経済的ポテンシャル低下をまねき、世界的な影響力を行使しているわけではない。

そればかりかヨーロッパ域内の強い通貨であるという位置を持ってきたことさえ厳しい状況を迎

えていると思われる。高率の失業率の形成はその反映であろう。マルクは規模的にはアメリカの

経済力を超えるヨーロッパ域内では国境を超えた勢力を持つものの、世界的規模での通貨として

は未成熟であり、その限りではマルクはローカルカレンシー、いな、リージョナル・カレンシー

として位置づけられよう。むろん世界共通通貨としての役割を果たしつつあるドルに対 してヨー

ロッパ域内の統合という構造上の矛盾は小さくない。いわばアメリカの膨大な国際収支赤字、債

務国化が、実にドルの大量流出を構造化している。ここからドルは為替媒介機能を高めていると

言うことであり、他方、円は依然としてそのような国際決済手段としての位置と役割を果たす状

況にはないことである。またマルクはヨーロッパ経済統合の基軸としては機能する為替媒介機能

を維持しているのである (山本栄治 F基軸通貨の交替とドル』1988年 、F「 ドル本位制」下のマル

クと円』1994年、伊藤正直「世界秩序の再編成と現代資本主義」『講座現代 日本』第 2巻、1997

年 )。 マルクのひそみに倣っていえば、東アジア地域におけるリージョナル・カレンシーとして

円が機能してもよいのであろうが、しかし実際はそのようには展開していない。その構造的要因

は措 くとしても、歴史的背景として日本がアジア社会に対してその戦争責任を明確に果たそうと

してこなかったことから来る対日不信と円の依然たる ドル従属性、日本の外交の対米従属性への

不信などを上げることが出来るかも知れない (森嶋通夫『日本は没落しないか』岩波書店、1999
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年 )。

同様に、人類史的にはかなり長期性を持っている市場原理にしても、資本主義的市場原理の横

溢が、世界経済に磐石の力能を与えているとはとうてい言えないことをすでに述べた。つい先頃

まで市場原理こそが人類の未来を照らし出すかに思われたのも、また日本経済のシステムが世界

のモデルとなることの強調が行われたのも、忘れられない。しかるに今日では市場原理への全幅

的信頼を寄せることの危険性は知られているし、また何よりもモデルとしての日本経済の発展に

関しても、重大な疑義が指摘されている。市場原理の手放しの礼賛が結局のところ、人々の日常

生活の安楽をもたらしていないこと、官僚の指導性を幾分か前提としてではあるが、あたかも市

場原理と競争をモデル的に展開した日本経済の現局面は容易ならざる危機の段階を迎えている。

まさにそれをアメリカー辺倒の新自由主義の一面的導入に事たれりとしてきた学者責任が追及さ

れるべきだとする議論が登場しているのは興味深い (セ イフテイー・ネット欠如の問題性、特に、

伊東光晴『「経済政策」の行方』岩波書店、1999年 )。

以上のような状況の下では、あの日本資本主義論争から学ぶべきこと、そして再検討されてし

かるべきことは多いのではないか。一つに、一国資本主義論としてよりも世界資本主義の体制と

して分析されるべき手法を、学ぶことが必要であろう。それは野呂や猪俣に意識されていた内容

であろう。その際、日本の当時の世界史的位置が脆弱であつたかどうかではなく、何よりも世界

資本主義 (帝国主義論)の一環としての日本を捉えるその観点は依然として有効であろう。しか

しそれを狭院な生産過程の問題としてではなく、金融関係を包含した実態として捉えることが必

要であり、その世界的連鎖の中で一国を捉えることであろう。この方法は必ずしも明確には意識

されなかった。

二つには、資本主義が不均等な発展を示すものであることから、各国の事態は固有の構造を持

ち、従つて、世界的な規定性を受けつつ、個別的な諸矛盾を抱えていることを解明することは当

然求められるのであり、その観点から、日本資本主義論争で提起されていた現状分析の手法に学

ぶことは可能である。しかしそれは論争で問われたような封建制の問題としてではなく、資本主

義そのものが絶えず過去の前近代的構成を破壊 しつつ、同時にそれを時には利用して体制強化を

図るという本質を持つことにも着目すべきであろう (江口朴郎『帝国主義と民族』東京大学出版

会、1956年 )。 それには諸国の歴史性が投影するはずである。

三つには、当該資本主義の政治的社会的変革のありようへの着目は必要であるとはいえ、経済

発展から機械的に見通せるものでもなかろう。それはあくまで具体的な階級関係の力学、政治的

力学がより大きな意味を持つであろうことである。しかも資本主義が世界性を一層強固にするこ
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とによって、一国主義的視角ではそれを論 じることは困難であり、世界的な力学を包み込むこと

によって説明すべきことであろう。その力学とは国際政治に限定されない、これをも逆に規定す

るところの経済関係との総合によって考えられるべきことであろう。

第四に、すでに指摘 したように、21世紀を見通す場合、人類の長期的な発展のあり方から見て、

かつてレーニンがNEPの経済政策で試みたように、一定の社会主義的手法と市場原理との二重化、

また世界大恐慌期にケインズが模索したように資本主義の下での需要創造政策を通じての雇用確

保のあり方、すなわち資本主義の経済効率主義では一面的に失業救済を否定しての発展さえ可能

であるのに、敢えて社会政策的、社会主義的にさえ見られるこの政策を実行しようとした意識、

これらの教訓の上に、資本主義市場原理と社会主義的諸課題との適切な融合が考えられるかも知

れないのである。そうでなければ資本主義の全一的支配の下では、市場型競争原理が万能であり、

利潤の極大化原理が支配することから、基本的人権の一つを構成すると考えられる生活権の保障

が損なわれるからであり、他面で国家ないし共同社会の公有化された生産システムだけでは、意

識するしないにかかわりなく、その主観的目標はともかくとして、非効率主義的な官僚的経営に

委ねられることがおうおうにしてあるからである。そもそも市場原理を基調とする資本主義社会

が1930年代を契機としてその野蛮性に一定の歯止めをかけるべ く実施してきた諸規制は現代資本

主義の大きな特徴となっている内容であり、そうした歴史の位相を考慮するならば、自由市場原

理のもとでも形成を始めていたこれら諸規制がセイフティー・ネットとして意識されるのも頷け

ることである (金子勝 F市場と制度の経済学J東京大学出版会、1997年 )。 それをあたかも市場

原理に唯一価値を見出さんばかりの今日の経済大国の動向は、いかにも新「自由主義」的ではあ

るけれども、その内実としては独占 。寡占的経済段階の下では彼ら寡占集団による中小経営基盤

への蚕食を追求することに結果しよう。

人々の生活の安寧のためには社会主義が打ち出した社会保障論的な視角が必要である一方、社

会的分業に基づく資本主義が果たしてきた市場原理による合理性の要素を保持することが重要で

あろう。この観点は日本資本主義論争の当時にはあり得なかったことである。筆者はこれらの視

角に関して、戦時下自由主義者清沢測が意識していたことをあらためて強調しておきたい。とい

うのは清沢によれば、まさに世界大恐慌期がアメリカの経済社会を自由主義万能、市場原理万能

では安定させることは出来なくなったと認識したからである。そして清沢によると、ちょうどレー

ニンがネップ経済を実践した際に、社会主義・共産主義的経済統制万能を突破 して、クラーク層

の再評価の上に市場原理の適切な導入を図り生産力の向上を図りつつ、経済運営を展開したこと、

それとの対比でケインズが恐慌期の脱出に際しての失業対策をはじめ国家的規制力を活用する立
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場をとったことを重要な転機ととらえたことである。清沢はそれらをもってアメリカが今まさに

そうした再編期を迎えていること、これを称して「革命期」と認識したことを表明していた事実

に着目すべきであろうと考える。もはや二項対立、二律背反的に資本主義市場原理と国家的、社

会主義的規制を捉えることのできない時代の到来を示 していること、これに外ならない (拙著

『清沢Jljの 政治経済思想』御茶の水書房、1996年 )。 筆者はこのプロセスは短期的ではなく、実は

人類史的に長期的な構造変化の過程と認識しておきたい。

第五に、以上のような問題指摘を前提とすれば、日本資本主義論争は、今日の段階では相当に

大幅な見直しが求められているというべきではないだろうか。こうした意識を抱かせる大きな要

因は言うまでもなく世界資本主義の緊密な発展の結果であり (グ ローバリズムの進展 )、 それに

よってもたらされている現段階の諸困難であるし、1989年の旧社会主義諸国の解体=資本主義的

市場経済への合流、一応、社会主義政権の下ではあるが中国、ベ トナムにおける開放経済への移

行によって提起された市場原理の横溢とその諸矛盾、対抗であるし、政治的には世界帝国主義の

再現とも見られるアメリカ (「唯一の覇権国家」化か)を先頭とした大国のあ り方とその世界に

対する圧力と民主主義の課題の一層深刻化する状況そのものである。

第六に、戦前の日本資本主義論争が提起していた課題の一つは後発途上国家の資本主義化のメ

カニズム解析への関心であり、この点では野呂、山田を嗜矢とした講座派的視角が、今日の途上

諸国分析に有効な視座を提供してきたのではないかという論点に関わる。これは前掲拙稿「日本

資本主義論争に関する若干の覚書」に表明したところであるので、ここでは特には詳述しない。

まさに韓国が発展途上、この論争に興味が持たれたこと、あるいは1980年代前後に新従属派や世

界システム論で構想されていた論議にもその認識と通底する内容が一定程度、含まれていたこと

を想起できよう。

[添え書き]本稿は1998年 11月 21日 の土地制度史学会での報告を基本として、当日前後の大石

嘉一郎、石井寛治、中村政則氏らによるコメントにも触発されつつ再編 したものである。

諸教授に感謝しておきたい。

(1998年 12月 17日 、1999年 4月 24日 改稿 )
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